
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月１２日までは、屋内では原則着用、屋外では原則不要など、これまでどおりです。 

マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上又は事業

上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。また、各業界団体にお

いては、 必要に応じ 「業種別ガイドライン」の見直しが行われることとなります。以上、ご参考ください。 

事業者のみなさまへ 

市民の皆様へ 

【お問い合わせ】京丹後市 健康長寿福祉部新型コロナウイルス対策室 ☎0772-69-0135 

このチラシは令和５年２月 10 日に厚生労

働省から出された周知・連絡文書をもとに

京丹後市で作成しました。 

 以下、厚生労働省より 
京丹後市 


